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公園植栽樹木管理業務委託特記仕様書 

 

（適用範囲） 

第１条 この特記仕様書（以下「本仕様書」という。）は、公園植栽樹木（以下「植樹」という。）

の維持管理に適用するものとし、植樹の維持管理は本仕様書によるほか、鳥取県土木工事共通

仕様書及び鳥取県公共施設緑化マニュアル（表 4-29～表 4-34 中の薬剤種に関する記載につい

ては適用外。）により実施するものとする。 

鳥取県公共施設緑化マニュアル（平成 30年４月～） 

https://www.pref.tottori.lg.jp/274435.htm 

参考 ※旧マニュアル 

鳥取県公共施設緑化マニュアル（平成６年～29年） 

https://www.pref.tottori.lg.jp/280429.htm 

 

（造園技能士の現場常駐） 

第２条 受託者は、以下の業務を行う場合は、１級又は２級造園技能士をその業務の現場に常駐

させなければならない。 

 （１）高木又は中木の植付、支柱取付及び剪定等の樹木管理が含まれる業務 

 （２）その他、造園技能士の技術が必要とされる業務 

 

（植樹の維持管理） 

第３条 受託者は、植樹の健全で正常な育成を図り、地域の景観を考慮し、また植樹の枯損（病

害虫の発生、水不足等による）を生じさせないよう常に心がけ、適宜巡回して監督員と協議し

適切な管理を行うものとする。 

２ 受託者は、植樹の管理に当たって、それぞれの植栽地の目的や利用状況を十分考慮し、公園

利用者や近隣住民に望まれる良好な植栽地の管理を行うよう努めること。既存植樹の状態につ

いて観察し、現状の緑地景観をさらに向上させ、良好な維持管理が図られるよう創意工夫した

積極的な提案を行うこと。 

３ 植栽地の利用状況等に応じ、良好な管理水準の確保が得られる範囲内で可能な限り、薬剤、

肥料等の節減や管理コストの低減ほか植栽管理の合理化に努めること。 

４ 受託者は前項までの規定を考慮の上、次の事項を適期に効果的に行うものとするが、実施に

当たっては監督員と協議して決定するものとする。 

 

［剪 定 工］ 

  各樹種の特性を重視し、樹種に応じた適切な時期に必要な剪定・整枝を行うこと。 

 

［除 草 工］ 

  除草工については、人力除草は思慮無く安易に繰り返さないよう留意すること。 

  薬剤除草については下記を想定している。 

芝 生：ラポスト 0.25ml、ターザインプロ0.03g 

樹林地：サンフーロン 100 倍 
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［施 肥 工］ 

  施肥工については、各箇所における環境及び植栽の特性を考慮しながら行うものとし、実施

箇所及び回数については監督員と協議して決定するものとする。 

  想定している肥料等は下記のとおり。 

      下木：（夏期）化成肥料  30g 程度（育成状況により判断） 

      （冬期）リサイクル堆肥 

   芝生：化成肥料 20g/m2 

 

［防 除 工］ 

  防除工については、各箇所における環境及び植栽の特性を考慮しながら行うものとし、実施

箇所及び回数については監督員と協議して決定するものとする。 

  薬剤等は下記のとおり想定している。 

   上木：スミチオン乳剤 2.0ml、トップジン水和剤 2.0ml 

   中木：スミチオン乳剤 1.0ml、トップジン水和剤 1.0ml 

      下木：スミチオン乳剤 0.5ml、トップジン水和剤 0.5ml 

   芝生：スミチオン乳剤 0.2ml、モノクダジン 0.5ml 

 

農薬の使用に当たっては下記事項を踏まえ実施すること。 

・ 農薬使用に当たっては、農薬取締法その他関係法令、及び農林水産省･環境省の「住宅地

等における農薬使用について」（平成２５年４月２６日２５消安第１７５号・環水大土

発第１３０４２６１号）、「農薬の飛散による周辺作物への影響防止対策について」（平

成１７年１２月２０日１７消安第８２８２号）、「非食用農作物等の農薬使用による周

辺食用農作物への影響防止対策について」（平成１８年４月２８日１８消安第１２１２

号）を遵守すること。 

・ 使用する農薬は、農薬取締法に基づいて登録された当該防除対象樹木に適用のあるもの

を用い、ラベルに記載されている使用方法（使用回数、使用量、使用濃度等）使用上の

注意事項を守って使用する。現地混用は避けること。 

・ 事前に周辺住民などに対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類について十

分周知を行う。特に農薬散布区域の近隣に学校、通学路などがある場合には、当該学校

の子供の保護者などへの周知を図り、散布時間帯に最大限に配慮すること。また、周辺

に食用農作物が栽培されていないか確認し、農作物栽培者に連絡すること。 

・ 使用する農薬の種類、実施日、時刻、周知方法などについて監督員と協議すること。 

・ 農薬の飛散防止に最大限の配慮をすること。 

 

［目土かけ（芝生）］ 

  状況に応じて目土かけ（約 3mm 厚を想定している。）を実施するものとし、実施にあたって

は監督員と協議すること。 
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（施工管理） 

第４条 施工管理は次のとおり実施するものとする。 

 工  種          施  工  管  理    施 工 検 査 

 剪  定 

 

 施工箇所毎の施工前、施工中、施工後の写真による

管理 

 

 

 施  肥 

 

 

 施工管理毎の施工中、又は施工後の写真による管理 

 

 材料検査（品質、数量）

場合により施工後監督員

の空袋検査等による確認 

 除  草 

 

 

 施工箇所毎の（1,000 ㎡以上の場合は、1,000 ㎡に

１回）施工前、施工中、施工後の写真による管理 

 薬剤除草は施肥に準ずる。 

 薬剤除草は施肥に準ずる 

 

 

 防  除  施工箇所毎に防除作業状況を写真により管理  施肥に準ずる 

 芝  刈 

 

 施工箇所毎の（2,000 ㎡以上の場合は、2,000 ㎡に

付１回）施工前、施工中、施工後の写真による管理 

 

 

 

（剪定くず等の処分） 

第５条 受託者は、剪定くず等の処分についてチップ処理を行う等再利用を図ることを基本とす

る。これによることが困難な場合は、処分方法について監督員と協議を行い、適切に処分する

こと。 

 

（交通管理） 

第６条 作業車以外の車両を駐車する場合は駐車違反とならないようにするとともに、一般通行

の妨げにならないよう十分注意すること。 

２ 交通誘導警備員を配置する場合は、監督員と協議すること。 

 

（除草について） 

第７条 必要に応じて実施回数の増減を指示する場合がある。 

 

（その他） 

第８条 本仕様書に定めのない事項、又は仕様書に疑義が生じた場合は監督員と協議を行うもの

とする。 
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